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　税関では、海外からの引き揚げの際にお預かりした次の通貨・

証券などをお返ししています。   

●  終戦後、外地から引き揚げてこられた方が、外地の集結地に

おいて、総領事館などに預けられた証券などのうち日本に

送還されたもの   

 ●  上陸地の税関、海運局に預けられた通貨・証券など   

　返還の申し出は、預けられた方ご本人はもとより、ご家族

の方でも結構です。また、ご家族の方で、「本人から預けた

ものがあるという話を聞いたことはないが、終戦後の帰港し

た場所については聞き覚えている。当人と思われる物件はな

いか」などのお問い合わせでも構いません。心当たりの方は、

お問い合わせください。   

問　横浜税関業務部税関相談官室　1045-212-6000 

　　〒231-0001　横浜市中区新港1-6-2　第一港湾合同庁舎 

　　横浜税関仙台塩釜税関支署総務課　1022-259-4306 

　　〒983-0001 　仙台市宮城野区港3-1-3 

　　仙台港国際ビジネスサポートセンター５階 

問 

　石綿を原因とする肺がんや中皮腫などで、平成

13年3月26日以前に亡くなった労働者のご遺族に

対しては、石綿救済法により、特別遺族給付金が

支給されます。 

　特別遺族給付金は、遺族の状況により年金にな

る場合と一時金になる場合がありますが、年金に

ついては、請求を受け付けた月の翌月分からの支

給となっていますので、早急に請求されるようお

勧めします。 

　また、特別遺族給付金の請求受け付けは、救済

法の施行から3年間となっており、平成21年3月

27日以降は請求できなくなりますので、ご注意

ください。 

 

 

問　宮城労働局　1022-299-8843 

　　石巻労働基準監督署　122-3365

問 

ー 通貨・証券などをお返ししています ー ー 通貨・証券などをお返ししています ー ー 通貨・証券などをお返ししています ー 
石綿救済法についての 

お知らせ 
石綿救済法についての 

お知らせ 
石綿救済法についての 

お知らせ 

終戦当時の海外引揚者やそのご家族の方々へ 

お
知
ら
せ

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
平
成
１６
・
１７
年
度

に
実
施
し
た
騒
音
度
調
査
の
結
果
に
基

づ
き
、
新
た
な
第
一
種
区
域
を
指
定
し

ま
す
。

こ
の
新
た
な
第
一
種
区
域
は
こ
れ
ま

で
の
区
域
と
比
べ
、
市
に
お
い
て
は
、

約
１
、６
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら
約
３００

ヘ
ク
タ
ー
ル
に
、
約
１
４
、０
０
０
世

帯
か
ら
約
６００
世
帯
に
な
り
ま
す
。

※
縮
小
区
域
の
経
過
措
置
に
つ
い
て

住
宅
防
音
工
事
な
ど
に
つ
い
て
は
、

今
回
の
見
直
し
に
よ
り
縮
小
さ
れ
た
区

域
に
お
い
て
も
、
一
定
の
期
間
内
（
約

１
年
６
カ
月
間
）
に
工
事
を
希
望
す
れ

ば
、
従
来
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
出

来
ま
す
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
で
お
知
ら
せ
す
る

予
定
で
す
。

問
　
仙
台
防
衛
施
設
局
施
設
部
施
設
対

策
第
二
課
　
1
０２２
‐
２９７
‐
８
２
１
６

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.dfaa.go.jp/sendai/index.htm

l

石
巻
霊
園
を

使
用
さ
れ
て
い
る
方
へ

石
巻
霊
園
の
使
用
者
が
死
亡
な
ど
で

変
わ
っ
た
と
き
や
、
転
居
な
ど
で
住
所

が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
市
民
課
へ
の
死

亡
届
や
転
居
届
な
ど
の
届
け
出
と
は
別

に
、
環
境
対
策
課
へ
墓
所
の
承
継
届
・

使
用
者
住
所
等
変
更
届
の
届
け
出
が
必

要
で
す
。

届
け
出
を
し
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く

と
墓
地
の
使
用
が
で
き
な
く
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
届
け
出
を
す

る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
合

併
に
伴
う
住
所
変
更
の
届
け
出
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

問
　
環
境
対
策
課
（
内
線
５０８
･
５０７
）

北
鰐
山
墓
地
の

移
転
に
ご
協
力
を

市
で
は
、
北
鰐
山
墓
地
か
ら
石
巻
霊

園
に
墓
地
を
移
転
す
る
方
に
対
し
て
、

条
件
に
よ
り
霊
園
使
用
料
の
減
免
や
祭

し
料
の
交
付
、
資
金
の
融
資
あ
っ
せ
ん

を
行
っ
て
い
ま
す
。
移
転
に
ご
協
力
願

い
ま
す
。

問
　
環
境
対
策
課
（
内
線
５０８
･
５０７
）

不
法
投
棄
・
車
両
放
置
は

や
め
ま
し
ょ
う

北
鰐
山
墓
地
は
故
人
が
眠
る
安
ら
ぎ

と
追
慕
の
場
で
す
。
ゴ
ミ
を
捨
て
た

り
、
車
両
を
放
置
し
た
り
す
る
こ
と
は

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
道
路

に
面
し
た
移
転
墓
所
の
跡
地
は
、
墓
参

者
用
の
駐
車
場
で
、
総
合
体
育
館
臨
時

駐
車
場
区
域
を
除
き
、
一
般
の
方
の
駐

車
は
禁
止
し
て
い
ま
す
。
ル
ー
ル
と
マ

ナ
ー
を
必
ず
守
り
ま
し
ょ
う
。

問
　
環
境
対
策
課
（
内
線
５０８
･
５０７
）

問問問

問

届
き
ま
し
た
か
？
　
入
学
通
知
書

教
育
委
員
会
で
は
、
今
春
、
小
学
校

に
入
学
さ
れ
る
お
子
さ
ん
（
平
成
１２
年

４
月
２
日
〜
平
成
１３
年
４
月
１
日
生
ま

れ
）
の
保
護
者
の
方
に
「
入
学
通
知
書
」

を
郵
送
し
ま
し
た
。
ま
だ
届
い
て
い
な

い
方
や
転
居
な
ど
に
よ
り
入
学
校
が
変

わ
る
方
、
そ
の
他
不
明
な
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
教
育
総
務
課
（
内
線
３３３
）

河
北
事
務
所
　
1
６２
‐
３
５
１
１

雄
勝
事
務
所
　
1
５７
‐
３
６
８
１

河
南
事
務
所
　
1
７２
‐
２
０
９
２

桃
生
事
務
所
　
1
７６
‐
４
５
３
５

北
上
事
務
所
　
1
６７
‐
２
２
３
４

牡
鹿
事
務
所
　
1
４５
‐
２
２
４
６

松
島
飛
行
場
の

第
一
種
区
域
等
の
見
直
し

防
衛
施
設
庁
で
は
、
住
宅
防
音
工
事

の
対
象
区
域
で
あ
る
第
一
種
区
域
に
つ

い
て
、
昭
和
６１
年
２
月
２５
日
の
官
報
告

示
以
降
約
２０
年
が
経
過
し
、
そ
の
間
、

航
空
機
の
騒
音
状
況
に
変
化
が
見
ら
れ

問
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今  月  の  税  金 

市　県　民　税　第４期 

国民健康保険税　第10期 

問　納税課（内線586・242） 問 

休日・夜間納税窓口 
開設日のお知らせ 

納期限は １月３１日（水）です 

休日：１月21日（日） 

　　　午前８時30分～午後５時15分 
 

夜間：１月15日（月）・22日（月）・29日（月） 

　　　午後５時15分～７時 

　ＭＡＸデンコードー石巻店（石巻市蛇田中央土地区画

整理事業12街区５外）の新設に伴い、その届け出の内

容を縦覧できます。 
 
縦覧期間　３月６日Cまで（土・日・祝祭日を除く） 
 
縦覧場所　石巻地方県事務所または、市商工観光課 
 
主な内容　a大規模小売店舗の名称および所在地 

　　　　　s大規模小売店舗において小売業を行う者の

名称および代表者の氏名 

　　　　　d大規模小売店舗の新設をする日 

　　　　　f大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

　　　　　g大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

　　　　　h大規模小売店舗の施設の運営方法に関する

事項 
 
問　宮城県産業経済部食産業・商業振興課 

　　1022-211-2811

問 

大規模小売店舗立地法に基づく 
届け出の縦覧 

大規模小売店舗立地法に基づく 
届け出の縦覧 

大規模小売店舗立地法に基づく 
届け出の縦覧 

お
知
ら
せ

消
費
生
活
相
談
室
か
ら

〈
特
定
継
続
的
役
務
提
供
〉

エ
ス
テ
や
学
習
塾
、
結
婚
相
手
紹
介

サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
よ
う
に
、
物
品
で
は

な
く
、
一
定
期
間
継
続
的
に
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
商
売
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
内

容
へ
の
不
満
や
解
約
で
き
な
い
な
ど
の

ト
ラ
ブ
ル
が
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

特
定
商
取
引
法
で
は
、
特
定
継
続
的

役
務
提
供
に
指
定
さ
れ
て
い
る
６
業
種

（
家
庭
教
師
、
エ
ス
テ
サ
ロ
ン
、
学
習

塾
、
語
学
教
室
、
パ
ソ
コ
ン
教
室
、
結

婚
相
手
紹
介
サ
ー
ビ
ス
）
に
つ
い
て

は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
を
過
ぎ

て
い
て
も
、
法
定
の
損
害
賠
償
額
を
支

払
え
ば
中
途
解
約
が
で
き
る
と
し
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
同
法
で
全
て
が
解
決

で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
契
約

は
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
な
ど
を
よ
く
確
認

し
、
慎
重
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

問
　
消
費
生
活
相
談
室

1
２３
‐
５
０
４
０

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

登
載
申
請
は
、
１
月
１０
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
で
、
農
業
委
員
会
委
員
の
選

挙
人
資
格
を
調
査
し
、
石
巻
市
農
業
委

員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
を
調
整
し
て
い

ま
す
。

こ
の
選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
る
人

は
、
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
昭
和
６２
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
、
次
の
要
件

を
備
え
た
人
で
す
。

a
１０
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
の
耕
作
業
務

を
営
む
方
。

問

s
前
記
の
同
居
の
親
族
ま
た
は
そ
の
配

偶
者
で
、
年
間
６０
日
以
上
耕
作
に
従

事
し
て
い
る
方
。

該
当
す
る
方
は
、
各
地
区
の
行
政
委

員
な
ど
か
ら
申
請
書
用
紙
を
受
け
取

り
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
１
月
１０

日
d
ま
で
に
行
政
委
員
、
各
総
合
支

所
・
各
支
所
・
農
林
課
・
農
業
委
員
会

事
務
局
・
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
の

い
ず
れ
か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
を
し
な
い
で
、
選
挙
人
名
簿
に

登
載
さ
れ
な
い
と
、
農
業
委
員
会
委
員

選
挙
の
投
票
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
用
紙
は
、
各
総
合
支
所
・
各

支
所
お
よ
び
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
に
も
あ
り
ま
す
。

問
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

（
内
線
３４９
・
３５２
）

平
成
１８
年
工
業
統
計
調
査
に

ご
協
力
を

調
査
の
対
象
と
な
る
事
業
所
に
は
、

統
計
調
査
員
が
訪
問
し
、
調
査
票
が
配

布
さ
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
我
が
国
の
工
業
の
実

態
を
明
ら
か
に
し
、
工
業
に
関
す
る
施

策
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。
調
査
内
容
に
つ
い
て
、

税
関
係
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
一

切
あ
り
ま
せ
ん
。
統
計
調
査
員
が
回
収

に
伺
い
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

な
お
、
調
査
票
の
記
入
の
仕
方
な
ど
、

不
明
な
点
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
総
合
政
策
課
（
内
線
５２３
）

問問

各
種
統
計
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

◆
家
計
調
査

国
民
生
活
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
の
調
査
で
す
。
調
査
の
結
果
は
、

国
民
生
活
実
態
を
把
握
す
る
も
の
と
し

て
政
府
・
地
方
公
共
団
体
ば
か
り
で
な

く
、
民
間
会
社
、
研
究
所
あ
る
い
は
労

働
組
合
な
ど
で
も
広
く
利
用
さ
れ
て
い

ま
す
。

問
　
県
統
計
課
　
1
０２２
‐
２１１
‐
２
４
５
５

◆
労
働
力
調
査

１５
歳
以
上
の
方
が
、
仕
事
を
し
て
い

る
か
、
仕
事
を
探
し
て
い
る
か
、
そ
れ

以
外
か
と
い
っ
た
就
業
の
状
態
を
調
べ

る
調
査
で
す
。
調
査
の
結
果
は
、
経
済

対
策
や
雇
用
失
業
対
策
に
役
立
て
ら
れ

ま
す
。

◆
毎
月
勤
労
統
計
調
査

労
働
者
の
賃
金
、
労
働
時
間
、
雇
用

に
つ
い
て
毎
月
の
変
化
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
で
す
。
常
用
労
働
者
を
５
人
以

上
雇
用
し
て
い
る
事
業
所
に
つ
い
て
は

毎
月
、
４
人
以
下
の
事
業
所
は
年
に
一

度
調
査
し
て
い
ま
す
。
雇
用
保
険
法
に

基
づ
く
基
本
手
当
日
額
や
、
労
働
基
準

法
に
基
づ
く
休
業
補
償
額
改
定
の
た
め

の
法
定
資
料
と
な
り
ま
す
。

※
い
ず
れ
の
調
査
も
、
調
査
員
が
伺
い

ま
し
た
ら
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
　
県
統
計
課
　
1
０２２
‐
２１１
‐
２
４
５
９

問問


